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パブリック・コメント 

令和８年１月２２日 

  

令和８年度福島市食品衛生監視指導計画 

～パブリック・コメント実施～ 

健康福祉部 衛生課  

目指す姿 
Ho 食中毒など飲食に起因する衛生上の危害を未然に防
止し、市民の健康を保護します。 

計画の期間 令和８年度  （１年間） 

ポイント 

１ 計画策定の目的 

本計画は、食の安全・安心の確保のため、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３

号）第２４条及び食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針（平成１５年厚生

労働省告示第３０１号）に基づき毎年度、翌年度の監視指導計画を定めるもので

す。 

 

２ 事業計画 

計画には監視指導（立入検査等）の他、事業者への衛生教育や市民への啓発等が

含まれます。なお、計画の概要は以下の通りです。 

 

意見提出期間 令和８年１月２０日 ～ 令和８年２月１８日 
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担当：衛生課 食品衛生係 

課長 木幡 係長 八巻 

電話 024-597-6358（直通） 
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